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国土交通省から広く公表されるとともに、エコカー減

税(自動車取得税・自動車重量税)やグリーン化特例

(自動車税)の取扱いにも活用されている。 

 特に、近年は、ユーザーの燃費に対する関心の高

まりもあり、燃費の改善が進んでいる（図２参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ガソリン乗用車の燃費改善状況 

このような燃費を取り巻く状況を踏まえ、燃料消費

率の測定に当たっては、厳正かつ公正な実施が何より

も重要であり、こうした取り組みを通じて、燃費性能

の高い自動車の普及を推進する。 

３．３.車線逸脱警報装置 

次世代インフラとして、自動運転システムや安全運

転支援装置が注目されているが、これらに関連して、

昨今審査を開始した装置として「車線逸脱警報装置」

がある。 

この装置は、車線を正確に検知し、逸脱しそうな場

合に、音やランプによりドライバーに警報するもの

で、道路端のガードレールや防音壁への衝突防止に非

常に有用なものであり、大型トラック・バスを対象に

平成 27 年 8 月の義務付けが予定されている。審査部

では、この装置に関する試験を順次実施しているとこ

ろである（図３参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 車線逸脱警報装置の試験 

 安全運転を支援する装置としては、その他に「被

害軽減ブレーキ」などがあるが、こうした装置の着実

な普及が、さらに高度な次世代インフラの実用化に寄

与することを期待している。 

４．まとめ 

近年の複雑で高度な新技術の導入、燃料電池自動車

等の革新的技術の普及、さらに、安全・環境基準の強

化に伴い、審査に必要となる知識・技術レベルが高ま

っている。 

また、グローバル化が進展する国際自動車市場の中

で、自動車の基準調和、IWVTA（国際的な車両型式認

証制度）等相互認証など、自動車審査業務の国際化の

必要性も益々高まっている。 

このような中で、審査部は、信頼性の高い審査制度

の運用と確実な業務の実施により、自動車の安全確

保、環境保全等を実現しつつ、自動車産業の成長にも

十分貢献できるよう、今後とも、適切な審査体制の保

持・整備を通じて、厳正な審査のなかで、合理性・効

率性を追求していく所存である。 

 
 

８．リコール技術検証業務の実施状況について 
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１．まえがき 

リコール技術検証部は、平成18年 5月の道路運送

車両法等の改正に伴い当研究所に設置され、国土交通

省からの指示により、同省がユーザー等から収集した

自動車の不具合・事故に関する情報や自動車メーカー

等から得た情報についてリコールに該当する可能性

があるか否か、また、自動車メーカー等が同省に届け

出たリコールの内容が適切か否かに関して、技術検証

を行っている。加えて、場合により同省の担当官に同

行して、事故・火災の現地調査等も実施している。 

当部では、自動車メーカーで設計・開発に長く携わ

り高度な知識及び豊富な経験を有する技術者のＯＢ

や当研究所の研究領域で長く研究に従事してきた研

究者のＯＢを技術検証官として採用し、当研究所内の

各研究領域及び自動車審査部との連携の下に技術検

証を実施している。平成25年度は、71事案の検証を

新規に開始し、98事案（平成25年度以前の開始事案

等を含む。）の検証を終了した。このうち、リコール

等の市場措置に関連した事案数が32件であった。ま

た、リコール届出内容の妥当性に関して検証した事案

が13件あるほか、事故や火災の現地見分調査47件、

検証実験11件の実施を通じて、メーカーから示され

る技術報告の内容を確認する等の業務を行っている。 

ここでは、平成25年度におけるリコール技術検証

業務の実施状況として、事故・火災情報等の傾向につ

いて紹介するとともに、当該年度に技術検証を終了し

た事案に係る不具合原因の傾向及び不具合事例につ

いて、要因別に概説する。また、同年度に市場への注

意喚起を行った事例として、国土交通省からの受託調

査として実施した、オートマチック車を対象とした

「エンジン停止走行」に繋がるおそれのある事象に関

する調査の結果概要についても紹介する。 

 

２．自動車不具合情報、事故・火災情報の状況 

２．１．不具合情報の処理状況 

 自動車の構造・装置に起因する不具合の疑いがある

として国土交通省に報告される情報は、ユーザー及び

メーカーからの不具合情報のほか、メーカーからの事

故・火災情報や他省庁からの情報などがあり、当部で

は、これらの情報について予備的な分析作業を行って

いる。平成25年度に処理を行った件数は約8,500件

であり、その内訳は表１のとおりであった。 

 

表１ 平成25年度における不具合情報の処理件数 

注）(※)は平成25年１月～12月までの間の件数、その他は 

平成25年４月～26年３月までの間の件数を表す。 

 

２．２．事故・火災情報等の装置別及び原因別傾向 

 自動車メーカー等から報告された自動車の構造・装

置に起因した事故・火災情報のうち、装置名及び原因

が判明した802件について、装置別及び原因別に分析

した結果を図１に示す。装置別では、原動機、制動装

置、電気装置で事故・火災が多く発生していることが

分かる。また、原因別では、各装置とも点検・整備が

原因となることが多いが、原動機や制動装置では特殊

な使用状況、保安・灯火装置では社外品・後付装置の

使用が原因となる事例も多くみられる。全体として、

点検・整備や使用状況に関連する要因が７割以上を占

めており、これら事故・火災の未然防止のためには、

ユーザーや整備事業者への注意喚起も重要であるこ

とがわかる。 
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 図１ 事故・火災情報の装置別及び原因別傾向 
 

３．技術検証の実施状況 

３．１．新規に着手した不具合装置別検証事案数 

 平成23年度から平成25年度の３年間に新規に着手

した検証事案について、不具合装置別にみた検証事案

数を表２に示す。年度合計でみると、新規に着手した

技術検証事案数は減少傾向にあるが、装置別では制動

装置、燃料装置のように増加しているものもみられ

る。電気・電子装置については、ここ数年増加傾向に

あったものの、平成25年度には２件にとどまってい

る。また、原動機や制動装置については、過去３年間

でも常に上位を占めているが、この傾向は平成25年

の事故・火災情報の装置別傾向とも類似している。 

 

表２ 不具合装置別新規検証事案数の変化 
（平成 23 年度～平成 25 年度） 

  
３．２．検証終了事案の不具合原因の傾向  

 平成25年度に技術検証を終了した事案数は98事案

で、内訳は乗用車63事案、トラック・バス35事案で

あった。このうち、不具合の発生原因が確認できなか

った３事案を除く 95 事案について、不具合の原因傾

向を検討した。方法として、原因を「設計」、「製造」、

運転操作要因や外的要因（燃料品質、過積載等）を含

む「使用条件」と「整備」の４つの要因に分類し、原

因が３つ以上の要因によるとされた事案（２件）を除

き、これらの要因の組み合わせ傾向を考察した。 

 図２に集計結果を示す。全体として、設計・製造の

要因によるとされる事案が全体の８割程度を占めて

いる。当部では、リコール（設計・製造上の不具合に

対する市場措置）の疑いがある不具合について検証に

着手しているが、結果として整備上の問題や使用条件

が原因であると判断されたものがそれぞれ１割程度

存在していることとなる。また、設計・製造要因が他

の要因と組み合わさって不具合が発生したと考えら

れる事案が２割強と多くみられる。なお、車種別でみ

ると、乗用車の場合は設計単独要因の事案がトラッ

ク・バスと比べて多く、トラック・バスの場合は設計

要因と使用条件（燃料品質や過積載）との組み合わせ

による事案が多くみられる。 

図２ 終了事案の原因組み合わせ別の傾向 
 
３．３. 技術検証が市場措置に繋がった事案 

 国土交通省によると、平成 25 年度のリコール届出

件数は303件、対象台数は797万 8,639台となり（い

ずれも速報値）、リコール対象台数は過去10年で最高

となっている。このうち、技術検証がリコール及び改

善届出に関連した事案数が 18 件、その他の市場措置

（サービスキャンペーン、保証期間延長、市場への注

意喚起）に関連した事案数が 14 件であった。上記の

リコール及び改善届出の対象台数は327万台となり、

平成25年度のリコール届出対象台数（798万台）の約

41％を占めている。以下、リコール届出事案のうち主
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なものについて、前項の原因組み合わせに沿って不具

合事象の事例を紹介する。 

①原因が設計要因のみであった事案 

・ ハーネスコネクタ腐食が原因でショートや焼損

に至るもの 

・ 自動変速機の不具合 

・ アクセルワークユニット不具合によりエンジン

不調が発生するもの 

・ 発電機と燃料パイプ部のプロテクタが破損する

もの 

・ 触媒装置が破損するもの 

・ プロペラシャフトが脱落するもの 

②設計と製造の要因が組み合わさったもの 

・ クランク角センサー故障で走行中にエンジンが

停止し再始動不能となるもの 

・ プライミングポンプ亀裂により燃料漏れを発生

するもの 

③設計と使用条件の要因が組み合わさったもの 

・ 高重心で厳しい旋回走行時にスタビリンカアー

ムが亀裂・折損するもの 

・ エアインテークダクト固定用クリップの設計問

題（使用環境）によりクリップに亀裂が入りダク

ト脱落に至るもの 

 

３．４．検証実験及び現地車両調査の実施状況 

 平成25年度の検証実験テーマ数は11件（対前年度

１件増）で、中型トラックを対象とした制動力アシス

ト作動条件の検証実験、ATシフトレバー高温高湿耐久

試験、油脂類の焼損痕調査などを実施した。また、現

地見分調査は 47 件（対前年度３件減）実施し、国土

交通省担当官に同行し、技術検証に必要な資料の収集

に努めた。最近の傾向として、ブレーキが効かなかっ

たとする事象、従来からのシフト誤操作による事故や

新システム関連での操作上の問題が窺われる。      

 

４．エンジン停止走行に繋がるおそれがある事象に関

する調査 

４．１．調査の背景 

 前項までに述べたとおり、不具合情報や技術検証事

案の中には、設計・製造以外の要因が原因となる事例

も数多くみられるが、この中には、ユーザーが適切に

使用することで事故を未然に防ぐことができるもの

もあると考えられる。平成 25 年度においては、この

ような観点から、オートマチック車を対象としたエン

ジン停止状態での走行（以下「エンジン停止走行」と

いう。）に繋がるおそれのある事象に関する調査を国

土交通省の受託調査として実施した。具体的には、急

な下り坂などでのエンストからエンジン停止走行と

なり、ブレーキの効きが悪くなったりハンドル操作が

しにくくなったりして事故等に至ったとする情報が

国土交通省に多く寄せられている状況を踏まえ、過去

の不具合情報等の収集、代表的な事象の再現実験によ

る確認及び運転時における注意点等の取りまとめを

行った。 

 

４．２．エンジン停止走行に起因する不具合 

 平成23年から平成25年までの間に自動車メーカー

から国土交通省に報告された事故・火災等情報のう

ち、エンジン停止走行が起因となる事例は111件（ブ

レーキ倍力装置又はパワーステアリングに失陥があ

ったとする報告（1,315件）の８％）であった。また、

エンジン停止走行の多く（73％）は下り坂で発生して

いるが、具体的状況としては、下り坂途中で駐車後の

降坂時、下り坂上方にある駐車場からの出庫時の降坂

時、下り坂で一旦後退後に前進する際、下り坂で対向

車に道を譲るため一旦停止後の降坂時などに多く報

告されている。発生原因としては、エンジンを始動さ

せずに進行したもの（36％）や後退レンジで前進した

もの（27％）などが多い。 

 

４．３．再現試験 

 ７台の試験車両（軽自動車３台、ワゴン車２台、セ

ダン２台）選定し、勾配12％以上の下り坂を後退レン

ジで前進した時、及び上り坂を前進レンジで後退した

時の車両挙動に係る試験を行った（図３）。 

 その結果、下り坂を後退レンジで前進した場合、ブ

レーキをオフにしてから約４～６秒、走行距離約５～

14ｍでエンストすることが、また、上り坂を前進レン

ジで後退した場合においても、同様の時間及び走行距

離でエンストすることが分かった。 

 下り坂での試験結果の一例として、通常状態、エン

スト直後にブレーキを一度踏んだ場合及びエンスト

後に数度ブレーキを踏み倍力装置の機能を失陥させ

た状態でブレーキを踏んだ場合における制動距離を

比較したグラフを図４に示す。縦軸は、制動距離を正

常時における同じ踏力での制動距離の倍率で表した 
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 図１ 事故・火災情報の装置別及び原因別傾向 
 

３．技術検証の実施状況 

３．１．新規に着手した不具合装置別検証事案数 
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でも常に上位を占めているが、この傾向は平成25年

の事故・火災情報の装置別傾向とも類似している。 

 

表２ 不具合装置別新規検証事案数の変化 
（平成 23 年度～平成 25 年度） 

  
３．２．検証終了事案の不具合原因の傾向  

 平成25年度に技術検証を終了した事案数は98事案

で、内訳は乗用車63事案、トラック・バス35事案で

あった。このうち、不具合の発生原因が確認できなか

った３事案を除く 95 事案について、不具合の原因傾

向を検討した。方法として、原因を「設計」、「製造」、

運転操作要因や外的要因（燃料品質、過積載等）を含

む「使用条件」と「整備」の４つの要因に分類し、原

因が３つ以上の要因によるとされた事案（２件）を除

き、これらの要因の組み合わせ傾向を考察した。 

 図２に集計結果を示す。全体として、設計・製造の

要因によるとされる事案が全体の８割程度を占めて

いる。当部では、リコール（設計・製造上の不具合に

対する市場措置）の疑いがある不具合について検証に

着手しているが、結果として整備上の問題や使用条件

が原因であると判断されたものがそれぞれ１割程度

存在していることとなる。また、設計・製造要因が他

の要因と組み合わさって不具合が発生したと考えら

れる事案が２割強と多くみられる。なお、車種別でみ

ると、乗用車の場合は設計単独要因の事案がトラッ

ク・バスと比べて多く、トラック・バスの場合は設計

要因と使用条件（燃料品質や過積載）との組み合わせ

による事案が多くみられる。 

図２ 終了事案の原因組み合わせ別の傾向 
 
３．３. 技術検証が市場措置に繋がった事案 

 国土交通省によると、平成 25 年度のリコール届出

件数は303件、対象台数は797万 8,639台となり（い

ずれも速報値）、リコール対象台数は過去10年で最高

となっている。このうち、技術検証がリコール及び改

善届出に関連した事案数が 18 件、その他の市場措置

（サービスキャンペーン、保証期間延長、市場への注

意喚起）に関連した事案数が 14 件であった。上記の

リコール及び改善届出の対象台数は327万台となり、

平成25年度のリコール届出対象台数（798万台）の約

41％を占めている。以下、リコール届出事案のうち主
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なものについて、前項の原因組み合わせに沿って不具

合事象の事例を紹介する。 

①原因が設計要因のみであった事案 

・ ハーネスコネクタ腐食が原因でショートや焼損

に至るもの 

・ 自動変速機の不具合 

・ アクセルワークユニット不具合によりエンジン

不調が発生するもの 

・ 発電機と燃料パイプ部のプロテクタが破損する

もの 

・ 触媒装置が破損するもの 

・ プロペラシャフトが脱落するもの 

②設計と製造の要因が組み合わさったもの 

・ クランク角センサー故障で走行中にエンジンが

停止し再始動不能となるもの 

・ プライミングポンプ亀裂により燃料漏れを発生

するもの 

③設計と使用条件の要因が組み合わさったもの 

・ 高重心で厳しい旋回走行時にスタビリンカアー

ムが亀裂・折損するもの 

・ エアインテークダクト固定用クリップの設計問

題（使用環境）によりクリップに亀裂が入りダク

ト脱落に至るもの 

 

３．４．検証実験及び現地車両調査の実施状況 

 平成25年度の検証実験テーマ数は11件（対前年度

１件増）で、中型トラックを対象とした制動力アシス

ト作動条件の検証実験、ATシフトレバー高温高湿耐久

試験、油脂類の焼損痕調査などを実施した。また、現

地見分調査は 47 件（対前年度３件減）実施し、国土

交通省担当官に同行し、技術検証に必要な資料の収集

に努めた。最近の傾向として、ブレーキが効かなかっ

たとする事象、従来からのシフト誤操作による事故や

新システム関連での操作上の問題が窺われる。      

 

４．エンジン停止走行に繋がるおそれがある事象に関

する調査 

４．１．調査の背景 

 前項までに述べたとおり、不具合情報や技術検証事

案の中には、設計・製造以外の要因が原因となる事例

も数多くみられるが、この中には、ユーザーが適切に

使用することで事故を未然に防ぐことができるもの

もあると考えられる。平成 25 年度においては、この

ような観点から、オートマチック車を対象としたエン

ジン停止状態での走行（以下「エンジン停止走行」と

いう。）に繋がるおそれのある事象に関する調査を国

土交通省の受託調査として実施した。具体的には、急

な下り坂などでのエンストからエンジン停止走行と

なり、ブレーキの効きが悪くなったりハンドル操作が

しにくくなったりして事故等に至ったとする情報が

国土交通省に多く寄せられている状況を踏まえ、過去

の不具合情報等の収集、代表的な事象の再現実験によ

る確認及び運転時における注意点等の取りまとめを

行った。 

 

４．２．エンジン停止走行に起因する不具合 

 平成23年から平成25年までの間に自動車メーカー

から国土交通省に報告された事故・火災等情報のう

ち、エンジン停止走行が起因となる事例は111件（ブ

レーキ倍力装置又はパワーステアリングに失陥があ

ったとする報告（1,315件）の８％）であった。また、

エンジン停止走行の多く（73％）は下り坂で発生して

いるが、具体的状況としては、下り坂途中で駐車後の

降坂時、下り坂上方にある駐車場からの出庫時の降坂

時、下り坂で一旦後退後に前進する際、下り坂で対向

車に道を譲るため一旦停止後の降坂時などに多く報

告されている。発生原因としては、エンジンを始動さ

せずに進行したもの（36％）や後退レンジで前進した

もの（27％）などが多い。 

 

４．３．再現試験 

 ７台の試験車両（軽自動車３台、ワゴン車２台、セ

ダン２台）選定し、勾配12％以上の下り坂を後退レン

ジで前進した時、及び上り坂を前進レンジで後退した

時の車両挙動に係る試験を行った（図３）。 

 その結果、下り坂を後退レンジで前進した場合、ブ

レーキをオフにしてから約４～６秒、走行距離約５～

14ｍでエンストすることが、また、上り坂を前進レン

ジで後退した場合においても、同様の時間及び走行距

離でエンストすることが分かった。 

 下り坂での試験結果の一例として、通常状態、エン

スト直後にブレーキを一度踏んだ場合及びエンスト

後に数度ブレーキを踏み倍力装置の機能を失陥させ

た状態でブレーキを踏んだ場合における制動距離を

比較したグラフを図４に示す。縦軸は、制動距離を正

常時における同じ踏力での制動距離の倍率で表した 
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図３ エンジン停止走行に係る再現試験の状況 
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図４ 制動距離の比較結果 

 

ものである。車両により差異が認められるが、すべて

の車両で、エンスト直後にブレーキを一度踏む範囲で

は、正常時との制動距離の差が小さいことが分かる。 

 また、操舵性能に関しては、パワーアシストが失陥

する車両と失陥しない車両があったが、失陥する車両

は、正常時の約２～３倍の操舵トルクを必要とするこ

とが分かった。 

 

４．４. ユーザーへの注意喚起 

 今回の試験結果から、事故防止のためのユーザーへ

の注意事項を以下のように整理した。 

・ 後退レンジで前進して坂を下る又は前進レンジ

で後退して坂を下るとエンストが起きる。→上り

坂や下り坂で発進するときは、動き出す前に進行

方向とシフトレンジ位置があっているかを確認

すること。 

・ プッシュ式スタート装置装着車においては、ブレ

ーキペダルを踏まずにプッシュボタンを押す等

始動操作が正しくなく、エンジンがかかっていな

いことがある。→エンジンが始動していること

を、メータパネル内の警告灯、エンジン回転計で

確認すること。 

・ エンスト時にブレーキペダルの踏み直しを数回

行うと、ブレーキ倍力装置のアシスト力が減少し

て、ブレーキペダルが硬くなり効きにくく、通常

と同じ距離で停止するために必要な踏力が増加

する。→ブレーキペダルを一度で踏み停止するこ

と。ブレーキペダルが硬くなっても、故障ではな

いのでいつも以上の強い力で踏むこと。 

・ エンスト時、パワーステアリングはアシスト力が

減って必要な操舵力が大きくなり、ハンドルが重

く切りにくくなる。→ハンドルはいつも以上の強

い力で操舵する。 

 これらの調査結果及び注意事項は、国土交通省のHP

（www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/index)等を通じて

公表され、「オートマ車での誤った操作によるエンス

トに注意！！」としてビデオ映像とともにユーザーに

向けての注意喚起が行われている。 

 

５．まとめ 

 リコール技術検証部の平成 25 年度における技術検

証業務の概要について概説するとともに、同年度に行

った、オートマチック車を対象とした「エンジン停止

走行」に繋がるおそれのある事象に関する調査の結果

について紹介してきた。 

 これまで８年余りの技術的検証の経験からみえて

きたことは、自動車の構造・装置に係る不具合は、そ

の直接の原因は単純なものであっても、その背景に

は、点検・整備、使用環境及び設計・製造に係る要因

が複合しているものが多く、再発防止、さらには未然

防止を図っていくためには、メーカー、整備事業者、

ユーザー及び行政が、それぞれの立場で、また連携し

て取り組むことが不可欠ということである。当部とし

ても、このような観点のもと、技術検証業務やこれに

関連した市場への注意喚起をすすめ、重大不具合の撲

滅に貢献していく所存である。 

 

 

 
 

交通システム研究領域における研究の概要と方向性 
 
 
 

交通システム研究領域  ※廣瀬 道雄 
 
 
 

１．まえがき 
 交通安全環境研究所では、日々の生活や経済活動

に欠かせない自動車、鉄道等について、国の施策に

直結した試験研究業務を通じて、安全で環境に優し

い交通社会の構築に貢献するための取り組みを進

めている。 
 その中で交通システム研究領域では、交通社会の

安全・安心の確保及び地球環境問題の改善に貢献す

ることを目的として、安全性の高い公共交通システ

ムの構築及び公共交通システムの利用促進等の観

点から研究に取り組んでいる。本稿では、交通シス

テム研究領域が実施している研究の概要について

報告する。 
２．交通システム研究領域の研究 

２．１．基本的視点 
 交通システム研究領域では、研究に対する基本的

視点として、（1）交通システムの安全・安心の確保、

（2）地方鉄道の維持・活性化、（3）公共交通利用促

進等による地球環境問題の改善、に関する研究に重

点的に取り組んでいる。 
 これらは国土交通省における鉄道分野の主要施

策に対応しているものであるが、近年、国土交通省

ではこれらに加え、我が国の鉄道技術の海外展開を

重要施策の一つとして位置づけており、当研究所に

おいても、日本の鉄道技術の国際規格化に注力する

とともに、鉄道認証室を設置して、国際規格適合性

認証（鉄道製品認証）に積極的に取り組んでいると

ころである。 
 また、索道（ロープウェイ、リフト等）の試験を

行うことができる我が国唯一の公的機関として、索

道に関する試験研究にも継続的に取り組んでおり、

握索装置（搬器をロープに固定する装置）の試験を

実施しているほか、索道事故等のデータベース化な

ど索道の安全に資する研究を実施している。 
２．２．交通システムの安全・安心の確保 
 交通システムの安全・安心の確保に係わる研究に

ついては、主に安全性評価技術、常時監視・モニタ

リング技術、シミュレーション技術に関する研究を

実施している。 
 当研究所は、運輸省の研究所として発足し、現在

も国に準ずる公的な研究所として、実績のない新た

な交通システムや新技術を導入する際の安全性・信

頼性の評価及び技術基準策定支援などに取り組ん

できた実績を有している。また、その知見を活かし、

日本の鉄道メーカが海外の鉄道プロジェクトに参

画する際の安全性評価についても多くの実績があ

る。 
 安全性評価技術に関する取り組みについては、新

たに開発されたシステム等の安全性評価を受託研

究として継続的に実施するとともに、評価を通じて

蓄積したノウハウを活用し、今後の安全性評価や国

際規格適合性認証を円滑、的確に進める上で役立て

られるよう、日本の鉄道の安全確保の考え方に立脚

した評価手法について整理・体系化を進めている。 
 常時監視・モニタリング技術については、鉄道施

設、車両の保守管理コストの低減が課題となってい

る一方で、輸送障害に対する防止対策も重要な課題

となっており、検査手法や保守管理手法に関する研

究が求められていることを背景として、低コスト

化、高性能化が進んでいるセンサ類を活用した軌

道・車両境界領域に係わる状態監視技術に関する取

り組みを進めている。具体的には、脱線係数の常時

モニタリング装置による軌道状態把握手法及びそ

こから得られる常時観測データを前提とする軌道

管理手法の研究や、トングレールの異常振動の検知

等による転てつ器の予防保全手法に関する研究な




